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本
法
律
案
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
を
図
る
た
め
、
市
町
村
に
よ
る
再
商
品
化
及
び
事
業
者
に
よ
る

自
主
回
収
・
再
資
源
化
の
促
進
の
た
め
の
制
度
を
創
設
す
る
と
と
も
に
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
の
排
出
抑
制
等
の

措
置
を
講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
主
な
内
容
は
次
の
と
お
り
で
あ
る
。

一
、
主
務
大
臣
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
に
係
る
資
源
循
環
の
促
進
等
を
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
す
る
た
め
の
基
本
的
な
方
針

を
定
め
る
。

二
、
主
務
大
臣
は
、
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
製
造
事
業
者
等
が
取
り
組
む
べ
き
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
設
計
指
針
を
定
め

る
と
と
も
に
、
国
は
、
本
指
針
に
適
合
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
に
つ
い
て
、
グ
リ
ー
ン
購
入
法
上
の
配
慮
を
す
る
。

三
、
主
務
大
臣
は
、
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
提
供
事
業
者
が
特
定
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
の
使
用
の
合
理
化
に
よ
り

プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
の
排
出
を
抑
制
す
る
た
め
に
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
し
、
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事

項
を
定
め
、
本
基
準
を
勘
案
し
、
事
業
者
に
必
要
な
指
導
及
び
助
言
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

四
、
市
町
村
の
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
廃
棄
物
の
分
別
収
集
及
び
再
商
品
化
に
お
い
て
、
容
器
包
装
再
商
品
化
法
の
ル
ー
ト



二

の
活
用
を
可
能
と
す
る
と
と
も
に
、
市
町
村
と
再
商
品
化
実
施
者
が
連
携
し
て
再
商
品
化
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
が
認

定
し
た
場
合
に
、
容
器
包
装
再
商
品
化
法
の
特
例
措
置
等
を
講
じ
る
。

五
、
製
造
・
販
売
事
業
者
等
が
使
用
済
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
に
関
す
る
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
計
画
を
作
成
し
、
主

務
大
臣
が
認
定
し
た
場
合
に
、
認
定
自
主
回
収
・
再
資
源
化
事
業
者
と
し
て
、
廃
棄
物
処
理
法
の
特
例
措
置
を
講
じ
る
。

六
、
主
務
大
臣
は
、
排
出
事
業
者
が
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
産
業
廃
棄
物
等
の
排
出
の
抑
制
及
び
再
資
源
化
等
を
促
進
す
る

た
め
に
取
り
組
む
べ
き
措
置
に
関
し
、
判
断
の
基
準
と
な
る
べ
き
事
項
を
定
め
、
本
基
準
を
勘
案
し
、
事
業
者
に
必
要
な
指

導
及
び
助
言
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

七
、
排
出
事
業
者
が
再
資
源
化
事
業
計
画
を
作
成
し
、
主
務
大
臣
が
認
定
し
た
場
合
に
、
認
定
再
資
源
化
事
業
者
と
し
て
、
廃

棄
物
処
理
法
の
特
例
措
置
を
講
じ
る
。

八
、
産
業
廃
棄
物
処
理
事
業
振
興
財
団
は
、
二
の
指
針
に
適
合
し
た
プ
ラ
ス
チ
ッ
ク
使
用
製
品
等
に
係
る
施
設
整
備
事
業
に
必

要
な
債
務
保
証
及
び
研
究
開
発
に
必
要
な
助
成
金
の
交
付
等
の
業
務
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
も
の
と
す
る
。

九
、
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。


